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非開示理由等 所管局部課等

1 R4.3.23 R4.4.6 別紙「対象公文書一覧」のとおり 47 1 1 1 1 1 1

（７条２号）公務員等ではない個人の氏名であるた
め。
（７条３号）法人その他の団体に関する情報であっ
て、公にすることにより、当該法人等の競争上又は
事業運営上の地位が損なわれると認められるもので
あるため。
（７条５号）都の機関及び他の地方公共団体の相互
間における審議、検討又は協議に関する情報であっ
て、公にすることにより、率直な意見の交換又は意
思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるも
のであるため。
（７条６号）公にすることにより、当該事務又は事
業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもので
あるため。
（７条７号）都、国、独立行政法人等、他の地方公
共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のも
の(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を
受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報
であって、第三者における通例として公にしないこ
ととされているものその他の当該条件を付すること
が当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的
であると認められるものその他当該情報が公にされ
ないことに対する当該第三者の信頼が保護に値する
ものであり、これを公にすることにより、その信頼
を不当に損なうことになると認められるものである
ため。
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